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日本地理的表示協議会 

 

第１ 目的 

日本地理的表示協議会（以下「協議会」という。）は、知的財産保護・活用推進事業補助金交付等

要綱（令和８年４月１日付け７輸国第 4901 号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」とい

う。）別表の（２）のブランド・ＧＩ推進事業の実施については、補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行

令（昭和 30 年政令第 255 号。以下「適正化法施行令」という。）、農林畜水産業関係補助金等交付

規則（昭和 31年農林省令第 18号）、交付等要綱及びブランド・ＧＩ推進事業実施要領（令和８年４

月１日７輸国第 5008号農林水産省輸出・国際局長通知。以下「実施要領」という。）に定めるものの

ほか、本規程により、間接補助事業として実施する実施要領第４の１の（２）から（４）までにおけ

る間接補助事業者（以下「事業実施団体等」という。）への補助金の交付等の事務を適正に実施する

ものとする。 

   

第２ 事業の内容等（補助対象経費を含む。） 

  協議会は、別に定める公募要領に基づく応募者の中から有識者等で構成される選定委員会を開催

して次に掲げる１から３までの取組を行う事業実施団体等を予算の範囲内で選定し、補助するもの

とする。 

  補助対象経費は、第２の１から３までの事業を実施するために必要な次に掲げる経費であって、

本事業の対象として明確に区分できるものであり、かつ、証拠書類によって金額が確認できるもの

とする。補助率は定額とし、この範囲内で事業の実施に必要となる経費を助成する。 

  なお、補助金額については、補助対象経費等の精査により減額することがある。 

 １ 輸出拡大・海外展開に向けたモデルの創出 

我が国農林水産物・食品について、ＧＩや商標等を用いたブランドの保護・活用等により、

輸出拡大・海外展開につながるモデルを創出するため、認知度等の更なる向上に必要な広告宣

伝資材の作成、海外での商標権等の取得、海外の見本市等への出展・商談、ライセンス契約の

締結に向けた取組等を行う。 

   （補助対象経費） 

本事業を実施するために必要な人件費、謝金、賃金、旅費、賃借料及び使用料、広告宣伝費、

国内外代理人費用(弁護士、弁理士費用等)、申請等費用（申請書作成費、認証費用、応答費用、

商標等登録出願料等）、商品開発費、事務費（消耗品費、印刷製本費、資料作成費、通信運搬費、

翻訳費、通訳費等）、委託費 

 ２ インバウンド消費拡大に向けたモデルの創出 

ＧＩ登録産品等やその他地域資源の組み合わせ等により、インバウンド消費拡大につながる

モデルを創出するため、認知度等の更なる向上に必要な広告宣伝資材の作成、言語対応等のイ

ンバウンド受入体制の整備、地域資源を活用した体験プログラムや食事メニュー等の開発、イ

ンバウンド向け海外オンライン旅行サイト（OTA）事業者やインフルエンサー等の招へい等を



 

行う。 

   （補助対象経費） 

本事業を実施するために必要な人件費、謝金、賃金、旅費、賃借料及び使用料、広告宣伝費、

通訳・語り部案内士育成費、コンテンツ開発費、Web サイト掲載費、事務費（消耗品費、印刷

製本費、資料作成費、通信運搬費、翻訳費、通訳費等）、委託費 

３ 戦略的侵害防止・対策モデルの創出 

模倣品等への戦略的な対応により、ブランドの保護につながるモデルを創出するため、ＧＩ

登録産品を始めとする我が国農林水産物・食品について、海外でのＧＩ申請・登録や商標権等

の取得、名称等の不正使用や冒認出願等への侵害対応等を行う。 

 （補助対象経費） 

本事業を実施するために必要な人件費、謝金、賃金、旅費、国内外代理人費用（弁護士、弁

理士費用等）、申請等費用（申請書作成費、認証費用、応答費用、商標等登録出願料等）、その

他海外等への商標等登録出願に必要な費用、侵害対応費（警告状作成等費用、異議申立費用、

無効審判請求等費用）、その他侵害対応に付帯する費用、事務費（消耗品費、印刷製本費、資料

作成費、通信運搬費、翻訳費、通訳費等）、委託費 

 

第３ 事業実施期間 

  本事業の実施期間は、令和９年３月 10日までとする。 

 

第４ 事業の公募 

 １ 協議会は、有識者等で構成される選定委員会を設置・開催し、事業実施団体等を公募により採

択するものとする。選定委員会は、応募者から提出された書類の内容が支援対象要件に合致する

か等について審査を行うものとし、第２の１から３までの取組について、次に掲げる内容に該当

する場合にポイントを付与して、予算の範囲内で優先的に採択する。 

   なお、協議会は、事業実施団体等を公募するごとに、選定委員会を開催し、審査を行うものと

する。 

 （支援対象） 

（１）知的財産権の権利者又は事業の開始前に知的財産権の権利者となることが確実と見込まれる 

者であること若しくは知的財産権の権利者等と業務を提携している又は知的財産権の権利者

等から業務委託等を受けていること。 

（２）間接補助事業者の採択の審査に当たっては、以下のア及びイの要件を満たすことを必須とし、 

ウからオまでの項目に該当する場合、加点するものとする 

【必須項目（要件）】 

   ア 事業実施計画が、本事業の目的に照らし、また本事業を確実に遂行する上で、適切なもの

であること。 

   イ 事業実施計画において、成果目標が明記されており、かつ、適切な効果の検証が行われる

ことが見込まれること。 

 【任意の加算項目】 

   ウ 輸出事業計画に明確に記載されている輸出に取り組む農産物等であること。 

   エ 認定フラッグシップ輸出産地一覧に明確に記載されている輸出に取り組む農産物等であ



 

ること。 

   オ ＧＩ登録された農産物等であること。 

 ２ 協議会は、１の審査の結果（採択又は不採択）を応募者に対し、通知するものとする。 

 

第５ 事業実施の手続 

 １ 事業実施計画の（変更）承認等 

   協議会が行う公募により選定された事業実施団体等は、別記様式１により作成した事業実施計

画を協議会に提出し、承認を受けるものとする。その際、事業実施団体等は、事業実施計画の別

添３「みどりチェック」チェックシート（以下「チェックシート」という。）に記載された各取組

について、事業実施期間に実施する旨をチェックした上で、当該チェックシートを添付しなけれ

ばならない。協議会は、実施要領第７の３の（１）に基づき、提出された事業実施計画を取りま

とめ、予算の範囲内で見込まれる採択計画を明示した上で実施要領別記様式４により事業実施団

体等への採択通知に先立ち農林水産省輸出・国際局長に報告するものとする。その際、協議会は、

事業実施団体等から提出されたチェックシートについては、記載された環境負荷低減の各取組を

事業実施期間中に実施したか否かをチェックし、添付するものとする。 

   なお、事業実施計画を変更又は中止若しくは廃止する場合には、これに準じて行うものとする。 

 ２ 補助金の交付申請 

   事業実施計画の承認の通知を受けた事業実施団体等は、補助金の交付（又は変更交付）を受け

ようとするときは、交付申請書を別記様式２により作成し、協議会に提出するものとする。 

   なお、事業実施団体等は、交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る 

消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法

（昭和 63 年法律第 108 号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及

び当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た

金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな

場合には、これを減額して申請しなければならない。 

   ただし、申請時において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業

実施団体等については、この限りでない。 

 ３ 補助金の交付決定 

   協議会は、２の交付申請書の提出があったときには、審査の上、補助金を交付すべきものと認

めた場合は速やかに交付決定を行い、事業実施団体等に補助金の交付決定の通知を行うものとす

る。その際、協議会は、必要な条件を付すことができるものとする。 

 ４ 補助金の交付申請の取下げ 

   事業実施団体等は、申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から７日以

内にその旨を記載した書面を協議会に提出しなければならない。 

 ５ 事業の進捗状況管理・助言等 

   協議会は、事業実施団体等に対して、事業実施年度の途中、必要な報告を求めることができる

ものとする。また、本事業の進捗状況を管理し、必要に応じて助言や指導を行うものとする。 

 ６ 事業遅延の届出 

   事業実施団体等は、本事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は本

事業の遂行が困難となった場合には、速やかに本事業が予定の期間内に完了しない理由又は本事



 

業の遂行が困難となった理由及び本事業の遂行状況を記載した書類を協議会に提出し、その指示

を受けなければならない。 

 ７ 補助金の遂行状況の報告 

   事業実施団体等は、補助金の交付決定に係る年度の 12 月末現在において別記様式４により事

業遂行状況報告書を作成し、翌月 15 日までに協議会に提出するものとする。ただし、同時に９

の（４）のただし書に基づく概算払を受けようとする場合には、別記様式７による概算払請求書

の提出をもって、これに代えることができる。 

 ８ 実績報告書の提出 

 （１）事業実施団体等は、本事業の完了（中止又は廃止の承認があった場合を含む。）の日から起算

して１ヶ月を経過した日又は令和９年３月 10 日のいずれか早い日までに、別記様式５により

実績報告書を作成し、協議会に提出するものとする。 

 （２）第２の３による事業で出願先国当局から出願拒絶される等のやむを得ない理由により事業が

終了や遅延するときは、地理的表示、商標等の登録出願や侵害対応の支援が目的であることか

ら、事業期間内に取り組むことができた内容をもって本事業の完了とする。 

 （３）２のただし書により補助金の交付申請をした事業実施団体等は、（１）の実績報告書を提出す

るに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかである場合には、これ

を補助金額から減額して報告しなければならない。 

 （４）２のただし書により補助金の交付申請をした事業実施団体等は、（１）の実績報告書を提出し

た後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等相当額が確定し

た場合には、その金額（前項の規定により減額した事業実施団体等については、その金額が減

じた額を上回る部分の金額）を別記様式６の消費税等相当額報告書により速やかに協議会に報

告するとともに、協議会の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。 

    また、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又はない場合

であっても、その状況又は理由について、当該年度の額の確定のあった日の翌年の５月 31 日

までに、同様式により協議会に報告しなければならない。 

 ９ 補助金の額の確定及び支払等 

 （１）協議会は、８の（１）の規定による実績報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び

必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が、交付決定の内容及び

これに付した条件に適合すると認めたときは、当該補助金の額を確定し、事業実施団体等に通

知するものとする。 

 （２）協議会は、事業実施団体等に交付すべき補助金の額が確定した後、速やかに補助金を支払う

ものとし、８の実績報告書の提出が令和９年３月 10 日となった場合であっても、前項に規定

する通知及び支払を令和９年３月 31日までに完了する。 

 （３）補助金は原則として精算払とする。ただし、前項の場合を除き、事業実施団体等は、補助金

の一部について概算払を受けることができる。概算払を受けようとする事業実施団体等は、別

記様式７により概算払請求書を協議会に提出するものとする。 

    なお、協議会は、事業実施団体等に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にそ

の額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものと

する。 

 （４）（３）の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から 20日以内とし、期限内に納付がな



 

い場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利 10.95パーセントの割

合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

第６ 事業の着手 

  事業実施団体等による事業の実施については、補助金の交付決定後に着手するものとする。 

 

第７ 交付決定の取消し等 

 １ 協議会は、事業実施団体等から第５の１の事業実施計画の変更又は中止若しくは廃止の申請が

あった場合又は次に掲げる場合には、第５の３の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更

することができる。 

（１）事業実施団体等が、法令、交付等要綱、実施要領又は本規程に基づく協議会の処分若しくは

指示に違反した場合 

（２）事業実施団体等が、補助金を本事業以外の用途に使用した場合 

（３）事業実施団体等が、補助事業に関して、不正、事務手続の遅延、その他不適切な行為をした

場合 

（４）補助金の交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要

がなくなった場合 

 ２ 協議会は、１の規定による取消しをした場合において、事業実施団体等に既に当該取消しに係

る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還

を命ずるものとする。 

 ３ 協議会は、１の（１）から（３）までの規定による取消しをした場合において、２の返還を命

ずるときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利 10.95パ

ーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

 

第８ 事業実施状況の報告及び指導等 

 １ 事業実施状況の報告 

   事業実施団体等は、事業終了後速やかに、事業実施計画に準じて、事業実施結果について事業

実施状況報告書を作成し、実績報告書と併せて提出するものとする。協議会は、必要に応じ、事

業実施年度の途中であっても、事業実施団体等に事業実施状況の報告を求めることができるもの

とする。 

 

 ２ 指導等 

   協議会は、１の規定による事業の実施状況報告の内容について検討し、事業の進捗状況が立ち

遅れていると判断される場合等には、事業実施団体等に対し改善の指導を行う等の必要な措置を

講じるものとする。 

 

第９ 補助金の経理 

 １ 事業実施団体等は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入及び

支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。 

 ２ 事業実施団体等は、前項の収入及び支出について交付規則第３条第４号に基づき、その支出内



 

容の証拠書類又は証拠物を整備し、前項の帳簿とともに、補助事業の完了日の属する年度の翌年

度から起算して５年間整備保管しなければならない。 

 ３ 事業実施団体等は、取得財産等について当該取得財産等の処分制限期間中、前２項に規定する

帳簿等に加え、別記様式８による財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。 

 ４ 前３項に基づき作成、整備及び保管すべき帳簿、証拠書類、証拠物、台帳及び調書のうち、電

磁的記録により作成、整備及び保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。 

 

第 10 財産の管理等及び財産処分の制限 

 １ 事業実施団体等は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」

という。）については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助

金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

 ２ 取得財産等のうち適正化法施行令第 13 条第４号の大臣が定める機械及び重要な器具は、１件

当たりの取得価格又は効用の増加価格が 50万円以上の機械及び器具とする。 

 ３ 取得財産等のうち適化法施行令第 13 条第５号の大臣が定める財産は、１件当たりの取得価格

又は効用の増加価格が 50万円以上のソフトウェアとする。 

 ４ 前２項に定める財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和

40年大蔵省令第 15号）に規定する処分制限期間（以下「処分制限期間」という。）とする。 

 ５ 事業実施主体は、処分制限期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとする

ときは、あらかじめ協議会の承認を受けなければならない。 

 ６ 前項の承認に当たっては、承認に係る取得財産等の残存価値相当額又は処分により得られた収

入の全部又は一部について、協議会を通じ、国に納付することを条件とすることがある。 

 

第 11 個人情報保護等に係る対応 

  協議会が設置する選定委員会の委員は、本事業の実施に当たって知り得た応募者の本事業に関す

る情報を第三者に漏らしてはならない。これらの職を退いた後についても同様とする。 

 

第 12 その他 

 １ 助成対象 

   事業実施団体等が、本事業によらず、現に実施し、又は既に終了させた事業については、本事

業の助成対象としない。 

 ２ 事業実施団体等の事業遂行 

   事業実施団体等は、善良な管理者の注意をもって本事業を遂行しなければならない。 

 ３ その他の規程 

   この規程に定めるもののほか、本事業の実施につき必要な事項については、協議会が別に定め

るものとする。 

 

   附 則 

 この規程は、令和８年５月７日から施行する。 

 

  



 

別記様式１（第５の１関係） 

番 号 

年月日 

 

 

日本地理的表示協議会 

会長 村田 吉弘 殿 

  

 

 

所在地               

団体名               

代表者の役職及び氏名        

 

 

令和８年度ブランド・ＧＩ推進事業実施規程に基づく事業実施計画の提出（変更、中止

又は廃止）について 

 

 ブランド・ＧＩ推進事業実施規程（令和８年５月７日付け 2026JGIC第 15号）第５の１の規定に基

づき、別添により事業計画を提出（変更、中止又は廃止）する。 

 

 

 

注１：関係書類として別添を添付すること。 

 ２：事業実施状況報告書として本様式を用いる場合には、件名を「令和○年度ブランド・ＧＩ推進

事業実施規程に基づく事業実施計画の実施結果の報告について」とし、別添には実績を記載する

こと。 

 

 



 

別添１ 

 

ブランド・ＧＩ推進事業実施規程に基づく事業計画書 

 

１ 事業の実施内容 

 

１．輸出拡大・海外展開に向けたモデルの創出 

 

（１）事業名 

 

 

（２）事業目的 

 

 

 

 

（３）実施方法 

※１  実施規程の第２「事業の内容」に記載された「１ 輸出拡大・海外展開に向けたモデル

の創出」の内容、「我が国農林水産物・食品について、ＧＩや商標等を用いたブランドの保護・

活用等により、輸出拡大・海外展開につながるモデルを創出するため、認知度等の更なる向上

に必要な広告宣伝資材の作成、海外での商標権等の取得、海外の見本市等への出展・商談、ラ

イセンス契約の締結に向けた取組等を行う。」について、課題提案される事業の内容を可能な限

り具体的な実施方法を記載してください。 

※２  どの国へどういった理由で事業を行うのか等を明確に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（４）実施体制 

※１ 申請者組織の経理担当者を含む事業担当者の経験、能力、配置計画など 

※２ 他団体や他の事業者と連携や業務委託等をする場合、業務の役割分担がわかるように記

載してください。 

※３ 図や表などを用いてわかりやすく記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）連携する団体・事業者および協力機関等 

組織の名称 住所・連絡先 協力して実施する事業・取組の内容 

 

 

  

注：該当する場合、記載してください。 

 

（６）委託先 

委託先の名称 住所・連絡先 委託する事業の内容 委託の必要性 金額 

 

 

    

注：該当する場合、記載してください。 

 

 

 



 

（７）実施スケジュール 

※１ 事業全体の実施スケジュールを記載してください。 

※２ 図や表などを用いてわかりやすく記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）事業の目標（達成すべき成果）、波及効果 

※ 事業実施後の効果や展望等を記載してください。 

 

 

 

 

 

（９）事業成果・効果の検証方法 

※（８）の事業の目標や波及効果等の検証方法を中心に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（10）事業のモデル性 

※（８）事業の目標（達成すべき成果）、波及効果をもとに、社会訴求、取組の横展開、持続、自

走など、提案する事業で創出されるモデルについて、記載してください。 

 

 

 

 

 

 

（11）任意の加算項目 

※ 実施規程の第４「事業の公募」に記載された「任意の加算項目」に該当する場合、名称等を記

載してください。 

ウ 輸出事業計画に明確に記載されている輸出に取り組む農産物等 

  申請者名 ： 

  品  目 ： 

 

エ 認定フラッグシップ輸出産地一覧に明確に記載されている輸出に取り組む農産物等 

  産地名  ： 

  品 目  ： 

 

オ ＧＩ登録された農産物等であること。 

  登録産品名： 

  登録団体名： 

 

 

  



 

２．インバウンド消費拡大に向けたモデルの創出 

 

（１）事業名 

 

 

（２）事業目的 

 

 

 

 

（３）実施方法 

※  実施規程の第２「事業の内容」に記載された「２ インバウンド消費拡大に向けたモデルの創

出」の内容、「ＧＩ登録産品等やその他地域資源の組み合わせ等により、インバウンド消費拡大に

つながるモデルを創出するため、認知度等の更なる向上に必要な広告宣伝資材の作成、言語対応等

のインバウンド受入体制の整備、地域資源を活用した体験プログラムや食事メニュー等の開発、イ

ンバウンド向け海外オンライン旅行サイト（OTA）事業者やインフルエンサー等の招へい等を行

う。」について、課題提案される事業の内容を可能な限り具体的な実施方法を記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（４）実施体制 

※１ 申請者組織の経理担当者を含む事業担当者の経験、能力、配置計画など 

※２ 他団体や他の事業者と連携や業務委託等をする場合、業務の役割分担がわかるように記載し

てください。 

※３ 図や表などを用いてわかりやすく記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）連携する団体・事業者および協力機関等 

組織の名称 住所・連絡先 協力して実施する事業・取組の内容 

 

 

  

注：該当する場合、記載してください。 

 

（６）委託先 

委託先の名称 住所・連絡先 委託する事業の内容 委託の必要性 金額 

 

 

    

注：該当する場合、記載してください。 

 

 

 



 

（７）実施スケジュール 

※１ 事業全体の実施スケジュールを記載してください。 

※２ 図や表などを用いてわかりやすく記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）事業の目標（達成すべき成果）、波及効果 

※ 事業実施後の効果や展望等を記載してください。 

 

 

 

 

 

（９）事業成果・効果の検証方法 

※（８）の事業の目標や波及効果等の検証方法を中心に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（10）事業のモデル性 

※（８）事業の目標（達成すべき成果）、波及効果をもとに、社会訴求、取組の横展開、持続、自

走など、提案する事業で創出されるモデルについて、記載してください。 

 

 

 

 

 

 

（９）任意の加算項目 

※ 実施規程の第４「事業の公募」に記載された「任意の加算項目」に該当する場合、名称等を記

載してください。 

ウ 輸出事業計画に明確に記載されている輸出に取り組む農産物等 

  申請者名 ： 

  品  目 ： 

 

エ 認定フラッグシップ輸出産地一覧に明確に記載されている輸出に取り組む農産物等 

  産地名  ： 

  品 目  ： 

 

オ ＧＩ登録された農産物等であること。 

  登録産品名： 

  登録団体名： 

 

 

  



 

３．戦略的侵害防止・対策モデルの創出 

 

（１）事業名 

 

 

（２）事業目的（名称等の不正使用や冒認出願等の場合、発生している課題も記載してください。） 

 

 

 

 

（３）実施方法 

※１  実施規程の第２「事業の内容」に記載された「３ 戦略的侵害防止・対策モデルの創出」の

内容、「模倣品等への戦略的な対応により、ブランドの保護につながるモデルを創出するため、Ｇ

Ｉ登録産品を始めとする我が国農林水産物・食品について、海外でのＧＩ申請・登録や商標権等の

取得、名称等の不正使用や冒認出願等への侵害対応等を行う。」について、課題提案される事業の

内容を可能な限り具体的な実施方法を記載してください。 

※２  どの国へどういった理由で事業を行うのか等を明確に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）実施体制 

※１ 申請者組織の経理担当者を含む事業担当者の経験、配置計画など 

※２ 他団体や他の事業者と連携や業務委託等をする場合、業務の役割分担がわかるように記載し

てください。 

※３ 図や表などを用いてわかりやすく記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（５）連携する団体・事業者および協力機関等 

組織の名称 住所・連絡先 協力して実施する事業・取組の内容 

 

 

  

注：該当する場合、記載してください。 

 

（６）委託先 

委託先の名称 住所・連絡先 委託する事業の内容 委託の必要性 金額 

 

 

    

注：該当する場合、記載してください。 

 

（７）実施スケジュール 

※１ 事業全体のおおよそもスケジュールを記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）事業の目標（達成すべき成果）、波及効果 

※ 事業実施後の効果や展望等を記載してください。 

 

 

 

 

（９）事業成果・効果の検証方法 

※（８）の事業の目標や波及効果等の検証方法を中心に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（10）事業のモデル性 

※（８）事業の目標（達成すべき成果）、波及効果をもとに、他への参考となる事項の想定など、

提案する事業で創出されるモデルについて、記載してください。 

 

 

 

 

（11）任意の加算項目 

※ 実施規程の第４「事業の公募」に記載された「任意の加算項目」に該当する場合、名称等を記

載してください。 

ウ 輸出事業計画に明確に記載されている輸出に取り組む農産物等 

  申請者名 ： 

  品  目 ： 

 

エ 認定フラッグシップ輸出産地一覧に明確に記載されている輸出に取り組む農産物等 

  産地名  ： 

  品 目  ： 

 

オ ＧＩ登録された農産物等であること。 

  登録産品名： 

  登録団体名： 

 

 

 

 

 

  



 

２ 事業に要する経費の配分及び負担区分 

 

注１：区分の欄には、第２に掲げる補助対象経費のうち該当する経費を記載すること。 

   ２：備考欄には、区分欄に掲げる経費の根拠（経費内容、単価、数量、人数等）を詳細に記載

すること。なお、備考については、別葉としてもよい。 

   ３：事業の一部を他の者に委託する場合には、備考欄に委託先と委託する事業の内容及びそれ

に要する経費を記載すること。 

 

３ 事業完了予定年月日 

  令和 年 月 日 

    

４ 添付書類 

  外部へ委託する場合には、その相手先の概要がわかる資料及び委託契約書（案）の写し。 

  その他、日本地理的表示協議会が必要とする資料  

 

区分 

 

 

事業費 

（Ａ＋Ｂ） 

負担区分  

備考 国庫補助金 

（Ａ） 

事業実施主体 

（Ｂ） 

 円 円 円  

 

 

 

計     



 

別添２ 

 

 

事業実施団体等の概要等 

 

１．事業実施団体等の概要 

  

団体名 

代表者の役職及び氏名 

担当者氏名 

所属部署・役職 

〒 住所 

電話番号 

FAX 

メールアドレス 

ホームページ 

 

事業実施団体等の事業概要  

注：事業実施団体等の概要が分かるパンフレット等による代替も可とする。 

 

 



 



 

別記様式２（第５の２関係） 

番 号 

年月日 

 

 

日本地理的表示協議会 

会長 村田 吉弘 殿 

  

 

所在地               

団体名               

代表者の役職及び氏名        

 

 

令和８年度ブランド・ＧＩ推進事業実施規程に基づく（変更）交付申請書 

 

 

 ブランド・ＧＩ推進事業実施規程（令和８年５月７日付け 2026JGIC第 15号）第５の２の規定に基

づき、下記のとおり補助金の交付を申請する。 

 

記 

 

注１：区分の欄には、必要な事業を記載すること 

  ２：備考欄には、消費税仕入控除税額を減額した場合は「減額した金額○○円」を、同税額がな

い場合は｢該当なし｣を、同税額が明らかでない場合には｢含税額｣をそれぞれ記入すること。

「該当なし」の場合は、以下のうち該当するものにチェックを入れること。 

    □ 免税事業者 

    □ 簡易課税制度の適用を受ける者 

    □ 地方公共団体の一般会計 

    □ 地方公共団体の特別会計、消費税法別表第三に掲げる法人（公共法人、公益法人等）又

は人格のない社団・財団であって、当該事業年度における補助金等の特定収入割合が５％

超となることが確実に見込まれるもの 

 注３：承認された事業計画書から内容の変更がある場合には、変更箇所がわかるように加筆修正

した事業計画書を添付して提出すること。 

 注４：注３により、計画承認の事業内容から変更して交付申請書を提出する場合は、本文中の「下

記のとおり補助金の交付を申請する。」を「事業実施計画の一部を変更したので、下記のと

おり補助金の交付を申請する。」とすること。  

 

区 分 

 

事業費 

（Ａ＋Ｂ） 

負担区分  

備 考 国庫補助金 

（A） 

事業実施主体 

（Ｂ） 

       円       円       円  

計     



 

別記様式３（第５の４関係） 

番 号 

年月日 

 

 

日本地理的表示協議会 

会長 村田 吉弘 殿 

  

 

所在地               

団体名               

代表者の役職及び氏名        

 

 

令和８年度ブランド・ＧＩ推進事業実施規程に基づく交付申請取下書 

 

 

 令和●年●月●日付け●●JGIC 第●号をもって補助金の交付決定の通知のあったこの事業につい

て、ブランド・ＧＩ推進事業実施規程（令和８年５月７日付け 2026JGIC第 15号）第５の４の規定に

基づき申請する。 

 

記  

 

１ 補助事業の交付申請を取り下げる理由 

 

２ 特記事項 

 

  



 

別記様式４（第５の７関係） 

番 号 

年月日 

 

 

日本地理的表示協議会 

会長 村田 吉弘 殿 

  

 

所在地               

団体名               

代表者の役職及び氏名        

 

 

令和８年度ブランド・ＧＩ推進事業実施規程に基づく事業遂行状況報告書 

 

 

 令和●年●月●日付け●●JGIC 第●号をもって補助金の交付決定の通知のあったこの事業につい

て、ブランド・ＧＩ推進事業実施規程（令和８年５月７日付け 2026JGIC第 15号）第５の７の規定に

基づき、その遂行状況を下記のとおり報告する。 

 

記 

 

区  分 総事業費 

事業の遂行状況 

備 考 

令和○年○月○日までに完了

したもの 

令和○年○月○日以降に実施

するもの 

事 業 費 出来高比率 事 業 費 
事業完了 

予定年月日 

 円 円 ％ 円   

 

 注１：区分の欄には、別記様式１別添１の「Ⅲ 経費の配分及び負担区分」に記載された事項につ

いて記載すること。 

 注２：「事業費」の欄には、事業の出来高を金額に換算した額を記載すること。 

 



 

別記様式５（第５の８（１）関係） 

番 号 

年月日 

 

日本地理的表示協議会 

会長 村田 吉弘 殿 

  

所在地               

団体名               

代表者の役職及び氏名        

 

 

令和８年度ブランド・ＧＩ推進事業実績報告書 

 
 

令和●年●月●日付け●●JGIC 第●号をもって補助金の交付決定の通知があったこの事業につい

て、ブランド・ＧＩ推進事業実施規程（令和８年５月７日付け 2026JGIC 第 15 号）第５の８の（１）

の規定に基づき、その実績を報告する。 

（また、併せて精算額として補助金○○円の交付を請求する。） 
 

記 

 

１ 本事業の目的 

２ 本事業で取り組んだ事業内容及び今年度の実績 

３ 経費の配分及び負担区分 

 

区 分 

 

事業費 

 （Ａ＋Ｂ） 

負担区分  

備 考 国庫補助金 

（A） 

事業実施主体 

（B） 

 円 円 円  

計     

 

 注１：事業の目的：別記様式１の内容と変更がない場合には、１の記載は省略できるものとする。 

 注２：本事業で取り組んだ事業内容及び今年度の実績： 

権利取得や侵害対策等の進捗状況及び成果を記載すること。  

注３：経費の配分及び負担区分：区分は、別記様式１別添１の「Ⅲ 経費の配分及び負担区分」に

記載された事項について記載すること。 

    また、備考欄には、消費税等相当額を減額した場合は「減額した金額○○○円」を、同税

額がない場合は「該当なし」を、同税額が明らかでない場合には「含税額」をそれぞれ記入

すること。 

注４：報告の際には次の書類を添付すること。 

   （１）支払経費ごとの内訳を記載した帳簿等の写し、購入等の領収証の写し。 

   （２）外部へ委託した場合は、委託契約書の写し。 

   （３）補助金の送金先（金融機関名・支店名、口座種類・口座番号、口座名義（フリガナ）） 

  

 

 



 

別記様式６（第５の８（４）関係） 

 

番 号 

年月日 

 

 

日本地理的表示協議会 

会長 村田 吉弘 殿 

  
 
 

所在地               

団体名               

代表者の役職及び氏名        

 
 

令和８年度ブランド・ＧＩ推進事業の仕入れに係る消費税等相当額報告書 

 

 

令和●年●月●日付け●●JGIC 第●号をもって補助金の交付決定の通知があったこの事業につい

て、ブランド・ＧＩ推進事業実施規程（令和８年５月７日付け 2026JGIC 第 15 号）第５の８の（４）

の規程に基づき、下記のとおり報告する。 

 

記 

 

１ 適正化法第 15条の補助金の額の確定額    金     円 

  (令和○年○月○日付け○○第○○号による額の確定通知額のうち事業実施団体等が直接支払っ

た額)   

２ 補助金の確定時に減額した消費税仕入控除税額   金     円 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額 金     円 

４ 補助金返還相当額(３の金額から２の金額を減じて得た額) 金     円 

 

注：記載内容の確認のため、次の資料を添付すること。 

  なお、生産者団体が法人格を有しない組合等の場合は全ての構成員分を添付すること。 

  ・免税事業者の場合は、補助事業実施年度の前々年度に係る法人税（個人事業者の場合は所得税）

確定申告書の写し（税務署の収受印等のあるもの）及び損益計算書等、売上高を確認できる資

料 

 ・簡易課税制度の適用を受ける事業者の場合は、補助事業実施年度における消費税確定申告書（簡

易課税用）の写し（税務署の収受印等のあるもの）一生産者団体が消費税法第 60条第４項に定

める法人等である場合は、同項に規定する特定収入の割合を確認できる資料 

 

５ 当該補助金に係る､消費税仕入控除税額が明らかにならない場合、その状況を記載 

  ［                                    ］ 

 

注：消費税及び地方消費税の確定申告が完了していない場合にあっては、申告予定時期も記載するこ

と。 

 

６ 当該補助金に係る消費税仕入控除税額がない場合、その理由を記載 

  ［                                    ］ 



 

別記様式７（第５の９関係） 

番 号 

年月日 

 

日本地理的表示協議会 

会長 村田 吉弘 殿 

  

所在地               

団体名               

代表者の役職及び氏名        

 

 

令和８年度ブランド・ＧＩ推進事業実施規程に基づく概算払請求書 

 
 令和●年●月●日付け●●JGIC 第●号をもって補助金の交付決定の通知のあったこの事業につい

て、ブランド・ＧＩ推進事業実施規程（令和８年５月７日付け 2026JGIC第 15号）第５の９の規定に

基づき、下記により金○○円を概算払によって交付されたく請求する。 

 また、併せて、令和○年○月○日現在における遂行状況を下記のとおり報告する。 

 

記  

 

区 分 

 

総事業

費 

（Ａ） 

国庫 

補助金 

（Ｂ） 

既受領額 

遂行

状況

報告 

（Ｃ） 

今回請求額 

（Ａ）－（（Ｂ）+

（Ｃ）） 

残額 

事業完

了予定

年月日 

備 考 
金額 出来

高 

○月

○日

現在 

の出

来高 

金額 ○月

○日

現在

の出

来高 

金額 ○月○

日まで

の予定

出来高 

 円 円 円 ％ ％ 円 ％ 円 ％   

計            

 注１：区分の欄には、ブランド・ＧＩ推進事業実施規程第２に記載された事業名（「輸出拡大・海外

展開に向けたモデルの創出」等）を記載すること。 

 注２：遂行状況報告欄には、補助金の交付決定の通知のあった事業の遂行状況（金額ベース）を％

（国庫補助金総額を 100％）で表すこと（小数点以下第２位を切り上げ、小数点以下第１位

まで記載）。また、必要に応じて実施した内容を示す資料を添付すること。 

 注３：請求の際には次の書類を添付すること。 

   （１）支払経費ごとの内訳を記載した帳簿等の写し、請求書の写し。 

   （２）外部へ委託した場合は、委託契約書の写し。 

   （３）補助金の送金先（金融機関名・支店名、口座種類・口座番号、口座名義（フリガナ）） 

 注４：下線部は、第５の７のただし書による場合のみ記載することとし、記載しない場合は表中の

遂行状況報告欄は空欄とすること。 



 

別記様式８（第９の３関係） 

  

 

財  産  管  理  台  帳 

  

 

 事業実施団体等名                

 

事 業 実 施 年 度 令和  年度 農林水産省所管補助金名   

事業 

種類 

事 業 の 内 容 工 期      経 費 の 区 分  処分制限期間 処分の状況 
摘

要 
事業 

種目 

事業 

主体 

施設 

区分 

設置 

場所 

着工年

月 日 

竣工年

月 日 
総事業費 

負  担  区  分 
耐用年数 

処分制限

年 月 日 

承認年

月 日 
処分の内容 

国庫補助金 都道府県費 その他 

          円     円     円   円      

               

計               

                

               

計               

                

               

計               

合      計          

 注１：処分制限年月日欄には、処分制限の終期を記入すること。 

 注２：処分の内容欄には、譲渡、交換、貸付け、担保提供等別に記入すること。 

 注３：摘要欄には、譲渡先、交換先、貸付先、抵当権の設定権者の名称又は補助金返還額を記入すること。 

 注４：この書式により難い場合には、処分制限期間欄及び処分の状況欄を含む他の書式をもって財産管理台帳に代えることができる。 

 


